
 

契約締結前交付書面 

（金融証券取引法第37条の3の規定により、交付するものです。） 

 

当書面を良くお読みいただき、アセットアライブ有料サービスの内容を十分にご理解の上、お申

し込みいただきますようお願い申し上げます。 

 

【サービスの内容及び方法】 

 

国内外の有価証券運用に関して、インターネットを通じた情報提供並びに投資助言を行います。

投資顧問会社であるアセットアライブが、株式市場動向を調査・分析し、様々な投資情報や株式

の売買判断に役立つ情報を提供します。投資情報は、ホームページ上の会員サイト及び、携帯端

末・PCへの電子メール送信によって行われ、会員コース種別毎にサービスの内容が異なります。

当社の助言結果に基づく全ての投資行動の結果は、お客様に帰属し、いかなる損害が発生しても、

当社は賠償責任を負いません。 

 

 

【各コースの詳細と契約費用】 

 

 

注)メール＝毎日15本の株式情報(株式市況、推奨銘柄など) 

注)総合コースでは、メール配信あり、なしを選択できます。 

 

 

 

注)期間1ヶ月は30日、3ヶ月は90日、6ヶ月は180日です。 

注)契約期間中のコース変更は出来ません。継続時に変更可能。 

 

 

 

 

 



 
 

 テクニカルコース 

  テクニカル分析に基づく売買推奨銘柄を会員サイトで閲覧します。 

  独自のテクニカル分析による売りシグナル、買いシグナルを抽出。 

  日経平均のトレンド、売買シグナルも判定します。 

 

 総合コース 

  テクニカルを含め全てのコンテンツが利用出来るプレミアムコースです。 

  ザラバ情報は毎日15本。機動的な株式投資をサポートします。 

  設定により、メール配信あり、なしを選択。携帯配信も対応。 

  ファンダメンタルに基づいた優良銘柄を発掘。 

  テクニカル推奨と、中長期推奨の両方がご利用できます。 
 

 

【クーリングオフ】 

契約締結時書面を受領した日から起算して10日以内に、書面により契約を解除することが出来

ます。契約解除日は、お客様がその書面を発した日となります。なお、契約解除の場合は、解除

までの期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額を徴収します。 

 

【契約解除】 

クーリングオフ期間経過後の契約解除は出来ません。前払い報酬もお返ししません。 

 

 

【会社概要】 

商号 アセットアライブ株式会社 Asset Alive Inc. 

金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)  第49号 

所在地 大阪市北区堂島2丁目1番27号 (TEL06-6341-6685) 

主な事業 金融商品取引業 資本金 1000万円 

主要株主 下川勝彦 投資助言者 下川勝彦 山本純子 

役員 下川勝彦 山本純子 神田明広 下川真理子 

 

投資助言業務は、つぎのことが法律で禁止されています。 

１．自己又は第三者の利益を図るため、顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容と

した助言を行うこと。 

２．有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的に値付けを

することとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。 

３．顧客を相手方として又は当該顧客のために一定の金融商品取引業を行うこと。 

４．いかなる名目を問わず、その行う投資助言業務に関して、顧客から金銭もしくは有価証券の

預託を受け、又は、当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者に顧客の金銭もしくは有価

証券を預託すること。 

５．顧客に対し金銭もしくは有価証券を貸し付け、又は第三者による金銭もしくは有価証券の貸

し付けにつき媒介、取り次ぎもしくは代理をすること。 


